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一 

 



 

四 

現
に
問
題
と
な
つ
て
い
る
地
区
（
加
古
川
、
高
砂
の
海
浜
）
に
つ
い
て
〝
生
活
環
境
の
改
善
と
良
好
な
生
活
環 

三 

加
古
川
、
高
砂
の
海
浜
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
慣
習
が
あ
り
、
近
辺
の
住
民
は
ど
の
よ
う
な
権
利
を
持
つ
て

い
た
か
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
政
府
の
考
え
方
を
承
り
た
い
。
な
お
、
入
会
権
は
山
林
原
野
に
限
る
の
か
、
海

浜
に
は
及
ば
な
い
の
か
法
的
に
承
り
た
い
。 

一 

〝
国
有
地
の
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
〟
と
の
区
別
は
何
に
よ
る
の
か
。
具
体
的
実
例
を
示
し
、
法
的
根
拠

に
基
づ
い
た
回
答
を
承
り
た
い
。 

二 

風
光
明
び
な
瀬
戸
内
海
浜
を
住
民
か
ら
奪
つ
た
責
任
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
具
体
的
に
（
例

え
ば
加
古
川
市
、
高
砂
市
の
海
浜
）
法
に
基
づ
き
、
い
か
な
る
措
置
を
と
つ
た
か
承
り
た
い
。 

 
入
浜
権
に
関
す
る
質
問
主
意
書
に
対
す
る
政
府
答
弁
に
は
納
得
で
き
な
い
の
で
再
質
問
す
る
。 

入
浜
権
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書 

三 

 



 

 

四 

 

五 

抽
象
的
な
こ
と
で
な
く
〝
円
満
な
解
決
〟
の
た
め
政
府
は
具
体
的
に
い
か
な
る
指
導
を
行
い
解
決
を
図
ろ
う

と
し
て
い
る
の
か
承
り
た
い
。 

六 

質
問
に
対
す
る
答
弁
に
な
つ
て
い
な
い
。
政
府
委
員
と
説
明
員
と
の
国
会
法
上
の
相
違
及
び
古
館
説
明
員
は

〝
民
法
を
所
管
し
て
い
る
官
庁
〟
（
二
月
二
十
七
日
予
算
委
員
会
第
一
分
科
会
議
録
第
四
号
二
十
七
頁
第
一
段
終

り
か
ら
十
二
行
目
及
び
十
一
行
目
）
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ど
う
か
承
り
た
い
。 

・

七 

質
問
書
で
補
償
に
つ
い
て
“
い
ず
れ
誰
か
が
何
ら
か
の
方
法
で
補
償
す
べ
き
も
の
と
思
う
が
”
と
云
つ
て
お

り
、
直
ち
に
訴
訟
（
民
事
、
行
政
）
手
段
に
訴
え
る
と
は
云
つ
て
い
な
い
。
よ
つ
て
〝
健
全
な
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
の
場
を
確
保
す
る
〟
た
め
政
府
の
具
体
的
方
策
を
承
り
た
い
。 

境
の
保
持
に
努
め
て
ま
い
る
所
存
で
あ
る
。
〟
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
諸
施
策
に
つ
い
て
承
り
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 

・  


